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年齢区分 認定区分 教育･保育時間 認定の条件

満3歳以上
1号認定（従来の幼稚園） 教育標準時間 満3歳以上であること

2号認定（従来の保育所） 保育短時間（最長8時間）
保育標準時間（最長11時間）

保護者の就労または疾病その他の事由により
家庭で保育することが困難であるもの満3歳未満 3号認定（従来の保育所）

　こども園やへき地保育所、幼稚園への入所を希望する場合は利用のための認定（「子ども・子育て支援支給認定」といいま
す。）を受ける必要があります。
　利用のための認定は下表のとおり3区分あり、認定を受けるための手続きは、入所申請と同時に行います。

こども園･保育所･幼稚園・子育て支援サービス
こども未来課 ☎67-7027

こども園名 所在地 電話番号 入園対象年齢 開所時間

町立くしもとこども園 串本502
串本508-3

62-0352
62-4887 生後8カ月～5歳児 7：30～19：00

社会福祉法人杉の子会
上野山こども園 津荷29-2 72-3571 生後2カ月～5歳児 7：30～19：00

　幼保連携型認定こども園とは、教育と保育を一体的に行うことにより、従来の幼稚園と保育所の機能や特徴を併せ持った施
設です。

こども園（幼保連携型認定こども園）

保育所名 所在地 電話番号 入所対象年齢 開所時間
町立和深保育所 和深682-2 67-0223 2歳1カ月～5歳児 8：00～17：00
町立田並保育所 田並1432-2 66-0151 2歳児～5歳児 8：00～17：00
町立大島保育所 大島1670 65-0176 3歳児～5歳児 8：00～17：00

へき地保育所

幼稚園名 所在地 電話番号 入園対象年齢 開所時間
町立潮岬幼稚園 潮岬3349-132 62-2605 3歳児～5歳児 8：00～18：00

幼稚園

子育て・教育

※田並保育所は平成30年3月31日をもって、閉園となります。
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施設名 所在地 電話番号 定員 開所時間
串本学童保育所 串本776 62-6466 40名

＜平日＞放課後～19：00
＜学校休日・土曜日＞8：00～19：00

古座学童保育所 上野山143 72-0299 40名
潮岬学童保育所 潮岬1707-2 62-2230 20名
出雲学童保育所 出雲1617-21 080-1508-6518 40名
錦富学童保育所 二色360 080-1472-5504 40名

名称 所在地 電話番号
ぽかぽか園 串本508-3 62-5552
にこにこひろば 上野山143 72-0299
あったカフェ 串本1797 62-5530

　保護者が仕事などの理由により、放課後帰宅しても保護者が家庭にいない小学校在籍児童の保育を行い、放課後における児
童の安全の確保及び健全育成を図る場となる施設です。

▶子育て支援センター
　子育て家庭に対する育児不安等についての相談指導、就
学前の子どもや保護者の集いの場となる施設です。お気軽
にご利用ください。

所在地 電話番号
串本1800 67-7027（こども未来課内）

▶子育て支援室「りぼん」
　子育て全般、園生活、学校生活等の悩み等子育てで困った
ときの相談窓口として、子育て支援室「りぼん」をご利用く
ださい。

対象 祝い金
同一世帯の第3子以降の児童で、出産
日に串本町に6ヵ月以上居住し、出産
後も引き続き居住意志のある方。

第3子 10万円
第4子以降 30万円

　子育て支援の一環として、子ども達が健やかに生まれ育
つことを願い出産に対する経済的負担の軽減を図るため出
産祝い金を支給し、次世代を担う出生児の健全な育成を図
ることを目的とした制度です。

児童の年齢 児童手当の額（1人当たり月額）
3歳未満 15,000円

3歳以上小学校終了前 第1、2子　　10,000円
第3子以降　 15,000円

中学生 10,000円
※特別給付（所得制限超過者）  5,000円

児童手当
こども未来課 ☎67-7027

　中学校卒業まで（15歳に達した日以後の最初の3月31日
まで）の児童を養育している方に支給されます。
支給額

児童扶養手当
こども未来課 ☎67-7027

　父母の離婚などにより、父（母）と生活を共にできない児
童の母（父）や父母に代わって児童を養育している方に児童
の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当で
す。
　18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児
童、又は20歳未満で一定の障害のあるお子さんを養育して
いる父又は母か、父母に代わって養育している方で、次のい
ずれかの要件に該当する場合に手当を受給することができ
ます。

子どもについての福祉
こども未来課 ☎67-7027
住民課 医療保険･年金グループ ☎62-0561

学童保育所

子育て支援・子育て支援センター 出産祝い金制度
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区分 全部支給（月額） 一部支給（月額）

児童1人目のとき 42,290円 　 9,980円～
42,280円

児童2人目の
加算額  9,990円 　 5,000円～

　 9,980円　
児童3人目以降の

加算額  5,990円 　 3,000円～
　 5,980円　

対象者
1．父母が婚姻を解消した児童
2．父又は母が死亡した児童
3．父又は母が一定の障害にある児童
4．父又は母の生死が明らかでない児童
5．父又は母から1年以上遺棄されている児童
6．父又は母が裁判所から保護命令を受けている児童
7．父又は母が1年以上拘禁されている児童
8．婚姻しないで生まれた児童
9．父、母ともに不明である児童（孤児など）
支給額（平成29年4月現在）　※所得制限あり。

▶子ども医療費助成制度
対象者
　中学校卒業までの子ども（15歳になった日以後最初の3
月31日までの方）
制度の内容
　保険適用医療費の自己負担額を助成します。

▶ひとり親家庭医療費助成制度
対象者
　ひとり親家庭の父母等と、扶養されている児童（18歳に
なった日以後最初の3月31日までの方）
※所得制限あり
制度の内容
　保険適用医療費の自己負担額を助成します。

医療
住民課 医療保険･年金グループ ☎62-0561

小・中学校
教育委員会 教育課 教育指導グループ ☎72-0017

▶入学について
　教育委員会から入学前の健康診断に関するお知らせや、
入学通知を送付しています。引越し等で現在の進学予定校
区と異なることが判明した時は、お知らせください。

▶転学について
　町内での引越しや町外へ引越しする場合は通学中の学校、
引越し先市町村教育委員会へ「いつ、どこの学校へ」転校する
のかを連絡してください。
　町外から引越してきた場合は教育課へ「いつ、どこの学校
へ」通学予定なのかを連絡してください。

学校名 住所 電話番号
串本西小学校 有田411 66-0330
串本小学校 串本776 62-0039
潮岬小学校 潮岬3136 62-0506
出雲小学校 出雲1617-21 62-0186
大島小学校 須江1577-11 65-0245
橋杭小学校 串本2000-12 62-0340
西向小学校 西向638 72-0137
古座小学校 中湊160 72-0077
田原小学校 田原725 74-0811
串本西中学校 田並1300 66-0013
串本中学校 串本1620 62-0165
潮岬中学校 潮岬3349-13 62-0502
大島中学校 須江1482-1 65-0137
西向中学校 西向922 72-1675

学校一覧

※ 大島中学校は平成31年度より串本中学校と統合し、閉校
となる予定です。

入学・転学・校区外就学等

▶校区外就学について
　原則、住所によって通学する学校が指定されています。た
だし、特別な事情がある場合は、指定校以外への通学が認め
られる場合があります。詳しくは教育課へご相談ください。

　串本町に住所を有する児童生徒、町立の小学校・中学校に
就学する児童生徒に対して、経済的理由によって就学困難
と認められる者の保護者に対し、学用品費等の学校生活を
送る上で必要となる費用を援助しています。援助を受ける
に当たっては審査があります。詳しくは教育課へご相談く
ださい。

就学援助

　自転車を利用して町内の小学校・中学校に通学する児童・
生徒であり、特定の要件を満たす者の保護者に対し、費用の
一部補助、ヘルメットを支給しています。（原則校区外就学
許可者は対象としていません。）

通学費補助

▶高校等奨学金
　経済的な理由により修学が困難な者に対し、勉学を支援
することにより教育の機会均等に資することを目的とし
て、高等学校等の生徒を対象に、月額5,000円の奨学金を給
付しています。

▶大学進学等奨学金
　大学等に進学した学生の生計を維持する者が串本町に住
所を有し、経済的理由により修学が困難と認められる場合、
月額40,000円の奨学金を無利子で貸与しています。

　いずれの奨学金も給付または貸与条件がありますので、
詳しくは教育課にお問い合わせください。

奨学金
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介護保険
 福祉課 介護保険･老人福祉グループ ☎62-0562
串本町地域包括支援センター ☎62-6005

介護・福祉

　介護サービスを利用するためには、町に申請して「介護や
支援が必要である」と認定される必要があります。

▶介護保険対象者
•65歳以上の方（第1号被保険者）
　原因を問わず日常生活に介護や支援が必要となったとき
•40～64歳の方（第2号被保険者）
　 政令で定められた病気（16種類の特定疾病）により介護や
支援が必要なとき
1．申請
　介護サービスの利用を希望する方は、町の窓口で「要介護
認定」の申請を行います。（家族でも可）
◉申請に必要なもの
　要介護・要支援認定申請書（役場本庁舎・分庁舎に置いて
います）
•印鑑
•介護保険被保険者証
•健康保険被保険者証（第2号被保険者の場合）
2．認定調査
　調査員が自宅を訪問し、心身の状況などについて調査を
行います。また、医師が心身の状況についての意見書を作成
します。
3．審査・判定
　訪問調査の結果によるコンピュータ判定（一次判定）と、
医師の意見書を基に「介護認定審査会」で審査（二次判定）
し、要介護状態区分の判定が行われます。
※ 「介護認定審査会」は、医療・保健・福祉の専門家で構成さ
れます。

4．認定・通知
　介護認定審査会の審査結果に基づいて「非該当（自立）」
「要支援1・2」「要介護1～5」までの区分に分けて認定され、
その結果が通知されます。

介護が必要になったら

非該当（自立） 要支援1・2 要介護1～5
介護保険のサービ
スは利用できませ
んが、介護予防教
室などの一般介護
予防事業が利用で
きます。

要支援者に対する
地域支援事業、介
護予防サービス、
地域密着型サービ
スの一部が利用で
きます。

在宅サービス、施
設サービスと地域
密着型サービスが
利用できます。

5．介護サービス・介護予防サービス計画の作成
　実際にサービスを利用する前に、認定結果を基に介護
サービスはケアマネジャー（介護支援専門員）、介護予防
サービスは地域包括支援センターで、介護サービス・介護
予防サービス計画を作成します。施設に入所して利用する
サービスについては、入所する施設内で介護サービス計画
を作成して利用します。
6．サービスの利用
　介護サービス・介護予防サービス計画に基づいてサービ
スを利用します。利用者負担は原則として費用の1割（一定
以上の所得のある方は2割）です。
※ 保険料が未納の場合、給付制限があり、利用者負担が3割
になることがあります。

※ 介護保険の対象とならないサービス費用もありますの
で、サービス利用時には必ず町の窓口や担当ケアマネ
ジャーに確認してください。

kikakuzaisei
長方形


